
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

｢業務改善助成金（通常コース）｣を拡充しました 

 ～助成上限額の引き上げや助成対象経費の拡大などで活用しやすくなりました～ 

 

 

 厚生労働省は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げを図

る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するため、「業

務改善助成金」制度を設けています。 

このたび、｢業務改善助成金（通常コース）｣は、中小企業・小規模事業者が利

用しやすくなるよう、助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充、対象事業場

の拡大などの改定をしました。 

  拡充後の助成金の受け付けは、令和４年 12 月 12 日から開始しています。 

 

【拡充のポイント】 

 

■事業場規模が 30 人未満の事業者について、助成上限額を引き上げます。  

【具体的な助成上限額の引き上げ額】           （単位：万円） 

賃金を引き上げる 

労働者の数 

  引き上げ額 

30 円 45 円 60 円 90 円 

１人 30→60 45→80 60→110 90→170 

２～３人 50→90 70→110 90→160 150→240 

４～６人 70→100 100→140 150→190 270→290 

７人以上 100→120 150→160 230 450 

10 人以上※ 120→130 180 300 600 

※ 10 人以上の区分は一定の要件を満たした事業者のみ適用されます。 

 

■助成対象経費が拡充される特例事業者には、生産性向上に資する設備投資

などに関連する経費の支出も認めます。 

 【助成対象経費が拡充される特例事業者】 

 （１）新型コロナウイルス感染症の影響により売上高や生産量などの事業

活動を示す指標の直近３か月の月平均値が、前年、前々年または３
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年間の同じ月に比べて 15%以上減少した事業者 

（２）原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により、

申請前３か月間のうち任意の１か月の利益率が前年同月に比べ３％

ポイント以上低下した事業者 

 

 【関連する経費とは】 

 業務改善計画に計上された、生産性向上等に資する設備投資等（Ａ）を

行う取り組みに関連する費用（Ｂ）（＝関連する経費）についても新たに

助成対象となります。 

   

Ａ 生産性向上等に資

する設備投資等 

機械設備、コンサルティング導入、人材育成・

教育訓練など 

Ｂ 関連する経費※ 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・

椅子の増設など 

※「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない

範囲に限られます。 

  

■事業場規模を 100 人以下とする要件を廃止します。 

 事業場規模が 101 人以上の事業場を持つ中小企業・小規模事業者も申請

が可能になります。 

 

  

【助成金制度の詳細はこちら】 

 [２]業務改善助成金：中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を

支援 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouk

ijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html 

 

 

【添付資料】 

リーフレット「業務改善助成金（通常コース）のご案内」 

 



業務改善助成金（通常コース）のご案内
「助成上限額」 と 「助成対象経費」 などを拡充しました

（令和４年12月改正）

中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、設備
投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。
この制度は令和4年12月から改定され、より活用の幅が広がりました。

業務改善助成金（通常コース）とは

※申請期限：令和５年３月31日
（事業完了期限：令和５年３月31日）

事業内最低賃金の
引き上げ

設備投資等
機械設備導入､コンサルティング､

人材育成･教育訓練など

業務改善助成金
を支給

改定のポイント

１．助成上限額の引き上げ 事業場規模30人未満の事業者について、助成上限額を引き上げ

２．助成対象経費の拡大 特例事業者の助成対象経費を拡充

３．対象事業場の拡大 助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止

４．申請期限の延長 申請期限を令和５年３月31日まで延長

助成上限額・助成率

コース
区分

事業場内
最低賃金
の引き上
げ額

引き上げる
労働者数

助成上限額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満
の事業者 A

3 0 円
コース

30円以上

１人 ３０万円 ６０万円
２～３人 ５０万円 ９０万円
４～６人 ７０万円 １００万円
７人以上 １００万円 １２０万円
10人以上 １２０万円 １３０万円

4 5 円
コース

45円以上

１人 ４ ５ 万円 ８０万円
２～３人 ７ ０ 万円 １１０万円
４～６人 １００万円 １４０万円
７人以上 １５０万円 １６０万円
10人以上 １８０万円 １８０万円

6 0 円
コース

60円以上

１人 ６ ０ 万円 １１０万円
２～３人 ９ ０ 万円 １６０万円
４～６人 １５０万円 １９０万円
７人以上 ２３０万円 ２３０万円
10人以上 ３００万円 ３００万円

9 0 円
コース

90円以上

１人 ９ ０ 万円 １７０万円
２～３人 １５０万円 ２４０万円
４～６人 ２７０万円 ２９０万円
７人以上 ４５０万円 ４５０万円
10人以上 ６００万円 ６００万円

助成上限額

事業場内最低賃金が
853円以上
870円未満

9/10

事業場内最低賃金が
870円以上
883円未満

４/５
(9/10)

助成率

• （）内は生産性要件を満たした事業場の場合

• 「生産性」とは、企業の決算書類から算出した
労働者１人当たりの付加価値を指します。助成
金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産
性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性
を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合
等に、加算して支給されます。

審査

A

B

助成額は、「投資費用に助成率を乗じた
額」と「助成上限額」を比較して低い方
の額になります。

（例）30円コースで、賃金を引き上げた
労働者数が１人、事業場規模30人未満の
事業者（事業場内最低賃金は860円）が、
50万円の設備投資をした場合、

50万円×9／10（助成率）＝45万円
45万円<60万円（助成上限額）のため、

助成額は45万円になります。



関連する経費とは

生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する

費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

デリバリーサービスを行っている

飲食店が、機動的に配送できるよう

デリバリー用３輪バイクを導入

＜生産性向上に資する設備投資＞

デリバリーサービスを幅広く周知す

るための広告宣伝を実施

対象となる事業者

さらに、上記の助成対象経費に加え、「関連する経費」も新たに助成対象となりました。

設備投資※

• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• 手作業で行っていた餅の製造を自動機械を導入することで製造時間を15％削減
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
• 人手による食器洗浄を自動化し、洗浄業務を省力化
• 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

コンサルティング 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

生産性向上に資
する設備投資

• 定員７人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車等
• パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

関連する経費 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

※「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

助成対象経費の例

次のどちらにも該当する事業場

※ 「 諸 手 当 」 に は 次 の 賃 金 （ 手 当 ） は 含 め ま せ ん 。

・ 精 皆 勤 手 当 、 通 勤 手 当 、 家 族 手 当

・ 臨 時 に 支 払 わ れ る 賃 金 （ 結 婚 手 当 な ど ）

・ １ か 月 を 超 え る 期 間 ご と に 支 払 わ れ る 賃 金 （ 賞 与 な ど ）

・ 時 間 外 割 増 賃 金 、 休 日 割 増 賃 金 、 深 夜 割 増 賃 金 な ど

※ 「 1 か 月 の 所 定 労 働 時 間 数 」 が 月 に よ っ て 異 な る と き は 、 １ 年 間 を 平 均 し た 時 間 数

なお、次の①、②のいずれかに該当する事業場（特例事業者）については、助成対象経費

が拡大します。

①売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平均値が前年、前々年または３年前の

同じ月に比べて、15％以上減少している事業者

②原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の１

か月の利益率が３％ポイント以上低下している事業者

助成対象経費が拡大（特例事業者）

＜関連する経費＞

B

①日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
②事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

〇宮崎県の場合、事業場内最低賃金が853円～883円の事業場が該当します。

〇月給制の場合、事業場内最低賃金は次のとおり計算します。

（基本給＋諸手当※）÷（１か月の所定労働時間数※）

※ 機 械 設 備 等 の 単 な る 買 い 替 え は 助 成 対 象 と な り ま せ ん 。

設 備 投 資 等 に よ り 生 産 性 向 上 や 労 働 能 率 の 向 上 に 資 す る も の で あ る 必 要 が あ り ま す 。

ま た 、 汎 用 事 務 機 器 （ パ ソ コ ン 、 ス マ ホ 、 タ ブ レ ッ ト 等 ） な ど 助 成 対 象 と な ら な い も の も あ り ま す 。



申請手続きについて

1.助成金交付申請書の提出

業務改善計画（設備投資などの実施計画）と賃金引上計画（事業場内最低賃金の引上

計画）を記載した交付申請書（様式第１号）を作成し、宮崎労働局雇用環境・均等室に

提出してください。（注１）

※ 申 請 期 限 は 令 和 ５ 年 ３ 月 3 1 日 で す が 、 事 業 完 了 期 限 （ 下 記 ３ ． 参 照 ） も 令 和 ５ 年 ３ 月 3 1 日 で す の で 、 実 際 は 申

請 期 限 よ り 早 く ご 提 出 い た だ く 必 要 が あ り ま す 。

※ 交 付 申 請 書 以 外 に 必 要 な 書 類 が あ り ま す 。 宮 崎 労 働 局 ホ ー ム ペ ー ジ の 「 交 付 申 請 時 に お け る 必 要 書 類 一 覧 」 を ご

確 認 く だ さ い 。

2.助成金交付決定通知

宮崎労働局において交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交

付決定通知を行います。

3.業務改善計画と賃金引上計画の実施

業務改善計画に基づき、設備投資等を行ってください。（注２）

賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行ってください。（注３）

※ 令 和 ５ 年 ３ 月 3 1 日 ま で に 完 了 し て く だ さ い 。

4.事業実績報告書の提出

業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書（様式第９号）

を作成し、宮崎労働局雇用環境・均等室に提出してください。

※ 事 業 完 了 （ 業 務 改 善 計 画 と 賃 金 引 上 計 画 の 実 施 ） の 日 か ら 起 算 し て １ か 月 を 経 過 す る 日 ま た は 令 和 ５ 年 ４ 月 1 0

日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 提 出 し て く だ さ い 。

※ 事 業 実 績 報 告 書 以 外 に 必 要 な 書 類 が あ り ま す 。 宮 崎 労 働 局 ホ ー ム ペ ー ジ の 「 事 業 実 績 報 告 時 に お け る 必 要 書 類

一 覧 」 を ご 確 認 く だ さ い 。

5.助成金の額の確定通知

宮崎労働局において事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金

額を確定し、事業主に通知します。

6.助成金の支払い

助成金額の確定通知を受けた事業主は支払請求書（様式第13号）を提出してください。

7.状況報告書の提出

助成金の支払い請求を行った日の前日または賃金を引き上げた日から６か月を経過し

た日のいずれか遅い日までの実施状況について、それぞれの日から1か月以内に状況報

告（様式第8号）を提出してください。

注 1 :交 付申 請書 を宮 崎労働 局に 提出 する 前に 設備投 資等 や事 業場 内最 低賃金 の引 上げ を実 施し た場合 は、

対 象 と な り ま せん 。

注 2 :設 備 投 資 等の 実施 及び 助成 対象 経費 の支 出は 、交 付決 定後 に行 う必 要が あり ます 。

注 3 :事 業 場 内 最低 賃金 の引 上げ は、 交付 申請 書の 提出 後か ら事 業完 了期 日ま でで あれ ば、 いつ 実施 して

も 構 い ま せ ん 。

h t t p s : / / j s i t e . m h l w . g o . j p / m i y a z a k i -
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業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター
電話番号：0120 - 366 - 440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は宮崎労働局HP又は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

注意事項・お問い合わせ・申請先

注意事項

お問い合わせ

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 原則として、助成金により取得した機器等を、労働局長の承認を受けないで譲渡し、交換し、貸し付け、又

は担保に供することはできません。

• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

対象となる事業者

助成上限額・助成率

「業務改善助成金（特例コース）」とは、①新型コロナウイルス感染症の影響により売上
高等が30%以上減少している、又は、②原材料費の高騰などにより利益率が５％以上低
下した中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和４年12月31日までの間に事業場内
最低賃金（事業場で最も低い賃金）を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場
合に、その費用の一部を助成するものです。
「 通 常 コ ー ス 」 が 交 付 申 請 後 に 賃 金 引 上 げ と 設 備 投 資 等 を 実 施 す る の に 対 し 、 「 特 例 コ ー ス 」 は す で に 賃 金 引 上 げ を

実 施 済 み の 中 小 企 業 事 業 者 が 、 交 付 申 請 後 に 設 備 投 資 等 を 実 施 で き る 制 度 で す 。

※ 「 特 例 コ ー ス 」 と 「 通 常 コ ー ス 」 で は 手 続 や 様 式 等 が 異 な り ま す 。

申請先

交付申請書等の提出先は、

宮崎労働局 雇用環境・均等室
所在地：〒880-0805 宮崎市橘通東３丁目１番22号 宮崎合同庁舎４階
※ 郵送の場合は、配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）で配送してください。

業務改善助成金（特例コース）のご案内
申請期限：令和５年１月31日

業務改善助成金（特例コース）とは

かつ、以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること。

① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30％以上
減少している事業者

・比較する売上高等の生産指標：令和３年４月～令和４年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間：前年、前々年または３年前の同期

② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和３年４月から令和４年12月のうち
任意の１月における利益率が５％ポイント以上低下した事業者

令和３年７月16日から令和４年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げてい
ること。

引き上げ前の事業場内最低賃金と宮崎県最低賃金（令和3年10月5日まで793円、令和3年10月6日
から821円、令和4年10月6日から853円）の差額が30円以内の事業者に限ります。

助成率：設備投資等に要した費用の４／５

助成上限額： 引き上げる労働者数 1人 2～3人 4～6人 7人以上

助成上限額 30万円 50万円 70万円 100万円

宮崎労働局 厚生労働省


